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◆面接担当者の目の前で、他社に就職活動の辞退を電話させたり、メールを送るよう強要された。
◆内定を受諾する書類の提出を求められ、すぐに提出しないと内々定を取り消すと言われた。
◆内々定後に学生の意志に反して学校からの推薦書を正式な内定日より前に求められた。
◆内々定後、懇親会や研修会などが頻繁に開催され、必ず出席するよう求められた。  など

学生の職業選択を妨げる行為ーいわゆる「オワハラ」についてー

概要

大学等に求められる取組として文科省が要請している内容

具体的な事例

○企業が人材確保に熱心になるあまり、就活中の学生に対して、次のような行う行為を行うことがあります。
・自社の内々定と引き替えに就職活動の終了を強要するなど、職業選択の自由を妨げる行為
・学生の意思に反して就職活動の終了を強要するハラスメント的な行為
⇒正式な内定日は10月以降とすることを要請しているため、正式な内定前に内定承諾書や
誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書類の提出を要求することなどは控える必要がある。

○学生から相談があった際に適切な対応ができるよう、学内の相談窓口の周知などが必要。
○また、学生が安易に複数社に応募したり、いたずらに複数の内々定を保有し続けたりする
ことがないよう誠意ある対応に努め、節度ある就職活動を実施する事が求められるため、
適切な指導をお願いします。
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①内々定の段階で、内定承諾書の提出を求められた（内定承諾書を提出しない場合は、内々定を辞退したものとみなすと言われたなど）
②内々定を出す代わりに他社への就職活動をやめるように強要された（早めに内々定を受ける旨の返答をしない場合には、内々定を取り消すと言われたなど）
③急遽大学の推薦状の提出を求められた
④内々定の辞退を申し出たところ、引き留めるために何度も説明を受けたり、拘束を受けた
⑤内々定後、懇親会が頻繁に開催され、必ず出席するように求められた
⑥内々定後、長時間（長期間）の研修があり、他社の選考が受けられなくなった
⑦内々定辞退の際、損害賠償金などお金を要求された
⑧面接担当者の目の前で、他社に電話をかけさせ、選考を辞退するように迫られた
⑨内々定を正当な理由なく取り消された
⑩その他

「オワハラ」の状況について ～相談内容～

（就職・採用活動に関する調査結果（大学等）＜文部科学省・就職問題懇談会＞より作成）
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オワハラに関する相談内容として令和４年度、５年度ともに「内々定の段階で、内定承諾書の提出を求めら
れた」「内々定を出す代わりに他社への就職活動をやめるように強要された」「急遽大学の推薦状の提出を求
められた」の割合が多い。



企業等の学生に対するハラスメントでお困りの際には
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文科省から大学への
会議等での説明資料
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